
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二本松税務署からのお知らせ  

  国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」なら、 
金額等を入力するだけで自動計算で申告書が完成し、送信 
することができます。 
スマートフォンとマイナンバーカードを利用すれば、自宅 

や職場など、お好きな場所からe-Taxで24時間申告すること 
ができますので、是非ご利用ください！ 

医療費控除 明細書 書き方 

令和８年 

３月 16 日（月）まで  

所得税および復興特別所得税・贈与税  

令和8年 

３月３１日（火）まで  

消費税および地方消費税（個人事業者） 

  
 

開設場所：二本松福祉センター ３階 第３会議室（二本松市亀谷１丁目５番地１） 

開設期間：令和８年２月 16 日（月）～３月 16 日（月）《土、日、祝日を除く》 

開設時間：午前９時～午後４時 

○ ご相談が必要な方は、申告書作成会場へ 

※１ 申告書作成会場に入場される際は「入場整理券」が必要です。 

入場整理券は、当日会場で配付するもの（配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることがありま 

す。）と、ＬＩＮＥから事前に発行するもの（事前発行可能期間が設けられています。）があります。 

 ※２ 申告書作成会場では、スマホとマイナンバーカード（「数字4桁」及び「英数字6～16文字」の2種類

のパスワードが必要です。）を使用し、ご自身で申告書を作成、e-Tax により送信（提出）していただ

きます。事前に「マイナポータル」アプリのインストールをお願いいたします。 

 
確定申告で困ったらチャットボットで解決！ 

 

 

 
※ 国税に関する一般的な電話相談の方は、電話相談
センター（0570-00-5901（ナビダイヤル））にお
問い合わせください。 

お問い合わせ先 

二 本 松 税 務 署   ℡ 0243-22-1192（代表） 

 ＜ご注意ください！＞ 
１ 次に当てはまる場合は、市役所等で更新手続又はパスワードの初期化・再設定を 
必ず行ってから e-Tax をご利用ください。 
① マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限が過ぎている場合 
② 署名用電子証明書のパスワード（英数字 6～16文字）又は利用者証明用電子証 
明書のパスワード（数字４桁）を忘れてしまった若しくはロックされた場合 

２ 医療費控除を受けるためには、裏面の「医療費控除の明細書」の送信又は添付が 
必要ですので、申告書作成会場等で確定申告書を作成する方は、ご自宅等で事前に 
作成の上、ご来場ください。 
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１ 医療費通知に記載された事項
医療費通知（ ※）を添付する場合、右記の⑴～⑶を記入します。

※医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の６ 項目

　 が記載されたものをいいます。

　（ 例： 健康保険組合等が発行する「 医療費のお知らせ」）

　 ①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者

　 の氏名、④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、⑤被保険

　 者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称

※この控除を受ける方は、 セルフメ ディ ケーショ ン税制は受けられません。

年分　 医療費控除の明細書【 内訳書】令和

補塡さ れる金額

補塡される金額

保険金などで
補塡される金額
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